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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年６月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月２１日 １６時１０分ごろ 

発生場所 滋賀県大津市北比良
き た ひ ら

水泳場前面水域（琵琶湖西岸）  

 比良ヶ岳
ひ ら が だ け

一等三角点から真方位０７９°５,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１３.１４′ 東経１３５°５６.８３′） 

事故調査の経過  平成２６年７月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ R X T
アールエックスティー

 i S
アイエス

、０.２トン 

   ２５３－３２１４８京都、個人所有 

   ３.１０ｍ（Lr）×１.１５ｍ×０.４９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１７４kＷ、平成２３年４月 

Ｂ 水上オートバイ R X P
アールエックスピー

- X
エックス

、０.１トン 

   ２５０－５５６４４大阪、個人所有 

   ２.８９ｍ（Lr）×１.１１ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１７８kＷ、平成２４年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３４歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２４年９月２８日 

    免許証交付日 平成２４年９月２８日 

           （平成２９年９月２７日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ２３歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 軽傷 １人（遊泳者） 

 損傷 不明 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り、北比良水泳場前面水域において、Ｂ

船と衝突した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂ及び知人Ｂ１（以下「同乗者Ｂ」という。）が乗

り、北比良水泳場東方沖で旋回した後、北比良水泳場に向けて西進

し、操縦者Ｂが、北比良水泳場前面水域において、停船するか、もう

一度東方沖に向けて旋回するかを迷いながら右に旋回を始めたとこ

ろ、前方に西方を向いて止まっていたＡ船に気付き、衝突のおそれを
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感じて操縦ハンドルを右一杯にしたものの間に合わず、平成２６年７

月２１日１６時１０分ごろ、Ｂ船の船首がＡ船の船尾に衝突した。 

 操縦者Ｂ及び同乗者Ｂは、Ｂ船がＡ船に乗り揚げて傾斜した際に落

水し、無人となったＢ船が、惰性で漂流してＡ船の東方にいた遊泳者

に衝突した。 

 遊泳者は、遊泳者の関係者の通報によって到着した救急車により、

病院に搬送された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 その他の事項  操縦者Ｂは、Ｂ船に乗る前に飲酒をしており、本事故発生当時、酔

っていた。 

 地元の警察署によれば、本事故発生の約２時間後に行われた検査に

よる操縦者Ｂの呼気１ℓ中のアルコール濃度は、０.３４mg であった。 

 操縦者Ｂは、Ｂ船の船舶所有者からＢ船を借りていた知人（以下

「知人Ｂ２」という。）に対し、Ｂ船の船舶所有者の許可を得ていると

偽り、知人Ｂ２からＢ船を借りた。 

 操縦者Ｂは、過去に４～５回、水上オートバイを操縦した経験があ

った。 

 滋賀県琵琶湖等水上安全条例によれば、酒酔い操船等の禁止につい

ての規定は、次のとおりであった。 

 第８条の２ 船舶の操船者は、酒に酔った状態その他の正常な操船

ができないおそれがある状態で、操船してはならない。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

 Ａ船は、船長Ａから情報を得られなかったため、衝突に至った状況

を明らかにすることができなかった。 

 Ｂ船は、北比良水泳場前面水域において右旋回中、操縦者Ｂが、旋

回方向を見ていなかったことから、Ａ船がいることに気付くのが遅

れ、操縦ハンドルを右一杯にしたものの、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

 操縦者Ｂは、本事故発生前に飲酒をして酔っていたことから、注意

力、判断力及び反応速度が低下していた可能性があると考えられる。 

 操縦者Ｂは、特殊小型船舶操縦士の免許証を有していなかったこと

から、小型船舶操縦者としてＢ船に乗船してはならなかった。 

原因  本事故は、北比良水泳場前面水域において、Ａ船と、旋回中のＢ船

とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  文献（「アルコールの運転におよぼす影響」、アルコール薬物関連３

学会合同飲酒運転対策プロジェクト報告書、樋口進、日本アルコール
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関連問題学会）によれば、平成１２年の飲酒運転調査による呼気中ア

ルコール濃度と事故や死亡事故の相対事故率との関係についての推計

を、次表のとおり記載している。 

   飲酒運転の呼気中アルコール濃度と相対事故率との関係 

 

呼気中アルコール濃度 

相対事故率 

死亡事故 死亡重症事故 全事故 

飲酒なし 1.00    1.00    1.00    

0.10～0.14mg/L 1.56    1.15    0.85    

0.15～0.19mg/L 1.66    1.81    1.44    

0.20～0.24mg/L 3.13    3.01    2.54    

0.25～0.49mg/L 7.53    4.75    3.70    

0.50～0.74mg/L 73.62    26.49    14.38    

※相対事故率は「飲酒なし」の事故率を１とした場合に得られる値 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・飲酒をして船舶の操縦を行わないこと。 

 


